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計画策定の背景及び趣旨 

 我が国のこどもの相対的貧困率は長期的な傾向としておおむね緩やかに上昇し、平成 24年には過去最高の 16.3％となり、平成 27年には改善したものの 13.9％と高い

水準にあります。 

 OECDが公表している加盟国のこどもの相対的貧困率では34か国中25位、特にこどもがいる現役世帯のうち大人が 1人の世帯の相対的貧困率は34か国中最下位と

なっています。（平成22年） 

 こういった状況を背景に、平成26年1月、「こどもの貧困対策の推進に関する法律」が施行され、同年8月には「子供の貧困対策に関する大綱」が策定されました。 

 大阪市では、平成27年3月に策定した「大阪市こども・子育て支援計画（平成27年度～平成31年度）」をこどもの貧困対策に関する計画の中で、教育や福祉等の分野

における関連する事業を総合的に推進することによって、こどもの貧困状況が改善されることをめざして取組みを進めてきました。 

 また、平成28年度に実施した「大阪市子どもの生活に関する実態調査」において、世帯の経済状況や生活状況が、こどもの生活や学習理解度にも影響を及ぼしているこ

とが確認されました。 

 こどもの貧困対策は、子育て、教育、福祉、健康、就労などの問題が複合的に絡み合っていることから多岐にわたる分野が横断的に連携して取り組む必要があります。そ

こで、大阪市を挙げて、こどもの貧困対策を総合的に推進する観点から関連する施策を体系的にとりまとめ、大阪市こどもの貧困対策推進計画（以下、「計画」という。）を

策定することとしました。 

 

計画の位置づけ 

 計画は、法律や大綱の趣旨を踏まえ、こどもの貧困対策についての基本理念を定めるとともに、こどもの貧困対策を効果的に推進する観点から必要な事項を取りまとめた

計画として策定しています。 

 

計画の期間 

 平成30年度～平成34年度の5年間とします。 

 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 計画の概要 
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基本理念 

すべてのこどもや青少年が、その生まれ育った環境に関わらず、自らの未来に希望をもって何事にも前向きに取り組み成長し、他者とともに社会の一員として自立して活

躍できる社会を、大阪のまちの力を結集して実現します。 

 

課題 

 

重視する視点 施策体系（６つの重視する視点を踏まえ、基本理念の実現に資する取組みを次の４つの施策体系に整理） 

１ こどもや青少年の学びの支援の充実 

すべてのこどもや青少年が、貧困の

連鎖を断ち切るための「生きる力」を身

につけられるよう支援します。 

  (１)すべての基礎となる幼児教育の普及と質の向上を図ります 
  
  (２)一人一人の状況に応じた学力向上の取組みを推進します 
  
  (３)進学や通学継続できるよう支援します 
  
  (４)多様な体験や学習の機会を提供します 
  

２ 家庭生活の支援の充実 

家庭の教育力の向上や家庭の役割

への理解の促進を図るとともに、健康的

な生活が送れるよう支援します。 

  (１)こどもや青少年の生活習慣の定着を支援します 
  
  (２)こどもや青少年と保護者の健康を守る取組みを推進します 
  
  (３)家庭的な養護を推進します 
  

３ つながり・見守りの仕組みの充実 

こどもや青少年、保護者が地域で孤

立することなく、安心して暮らすことがで

きるよう支援します。 

  (１)こどもや青少年のつながりを支援します 
  
  (２)妊娠期から子育て期にわたり継続的に支援します 
  
  (３)児童虐待の発生を予防し、早期に発見・対応できる 

体制をつくります   
  
 ４ 生活基盤の確立支援の充実 

家庭の経済的基盤の安定が図られる

よう支援します。 

  (１)就業を支援します 
  
  (２)施設退所者の自立を支援します 
  
  (３)仕事と子育ての両立を支援します 
  
  (４)子育て世帯を経済的に支援します 
  

１ こどもや青少年の生きる力の

育成 

こどもや青少年自身が、生き

る力を備え、心豊かに未来を

切り開いていけるように支援す

ることを重視します。 

２ 切れ目のない支援の推進 

こどもや青少年、保護者、家

庭の抱える課題は複合的であ

るため、切れ目なく必要な施策

を推進するとともに、関係機関

と学校の連携を強化します。 

３ ひとり親世帯への支援の充実 

経済的に厳しい世帯が多

く、保護者に相談相手がいな

い割合が高いなどの課題があ

り、こどもの貧困対策の観点か

ら支援に取り組みます。 

４ 若年で親となった世帯への支

援の充実 

   青少年が正しい知識のもと

主体的に将来設計が行えるよう

支援するとともに、世帯の特性

を踏まえた支援を推進します。 

５ 社会的養護の充実 

就労や進学を機に児童養護

施設等を退所した青少年は、

自立生活の定着に困難を抱え

がちであり、適切な支援を行い

ます。 

６ 社会全体で取組みを推進 

こどもの貧困対策に取り組

むことは、活力ある社会の創造

に繋がることを踏まえ、社会全

体でこどもの貧困対策に取り組

みます。 

１ 家計と収入に関すること 

 

２ ひとり親世帯の生活の

困難さに関すること 

３ 若年で親になった世帯の 

生活の困難さに関すること 

４ 健康と経済的困難に関

すること 

５ 学習習慣と経済的困難 

・生活習慣に関すること 

６ つながりに関すること 

 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 計画の基本的な考え方 
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各施策の概要 

  （1）すべての基礎となる幼児教育の普及と

質の向上を図ります 

人間形成の基礎となる乳幼児期の健

やかな育ちがその後の成長の大切な基

盤となり、こどもが養育者以外の人との

関係を形成していく機会でもある幼児教

育は、こどもがどのような大人に成長して

いくかを決める大切な場です。 

また、幼児期における質の高い教育

を保障することは、将来の進学率の上昇

や所得の増大をもたらすなど、経済的な

格差を是正し、貧困を防ぐ有効な手立

てであるとも言われています。 

人間形成の基盤を培う乳幼児期にお

いて、すべてのこどもたちが安心して質

の高い幼児教育を受けられるよう取り組

みます。 

（2）一人一人の状況に応じた学力向上の

取組みを推進します 

義務教育は、幼児期の学びを生か

し、義務教育以降の学力向上や人間形

成につなげ、社会で生き抜くために必要

となる基礎的な知識や力を習得する大

切な場です。 

また、すべてのこどもたちが、生まれ

育った環境に左右されることなく、生き

生きと学習に取り組み、自ら学び、考

え、課題を解決していく力を身につける

ことは、自立して生きていく力の源泉とな

るものです。 

児童・生徒一人ひとりの学習理解度

や学習状況等を把握し、それぞれの実

情に応じたきめ細かな指導や支援を行

うことを通じて、学習意欲を高め、学力

の向上に取り組みます。 

（3）進学や通学継続できるよう支援します 

 

こどもたちが在籍する学校において、

明るく落ち着いた教育環境の中で、生き

生きと学習に取り組み、学びを深め、友

人と交流しながら、心身ともに健全に成

長していくことは、すべての人に共通す

る願いです。 

また、学齢期や思春期のこどもや青

少年、その家庭においては、さまざまな

悩みや課題を抱えており、そこに至る原

因や背景も多様化・複雑化しています。 

こどもや青少年が安心かつ充実した

学校生活を送り、それぞれにふさわしい

進路選択ができるよう、個々の状況に応

じた適切な支援に取り組みます。 

（4）多様な体験や学習の機会を提供しま

す 

こどもや青少年は、自然体験や生活

体験などの多様な実体験や、異年齢層

など幅広い人との交流を通じて、生きて

いくうえで必要となる様々な力を培いな

がら成長していきます。 

しかしながら、困窮度の高い世帯のこ

どもや青少年は、おうちの人以外の大人

や学校の友人以外の友人と過ごす機会

が少ないほか、各種の体験活動に参加

する機会にも格差がみられます。 

世帯の経済状況に関わらず、多種多

様な資源の活用や多くの人々との幅広

い交流などによる、さまざまな体験活動

を通じて、こどもや青少年が成長できる

よう取り組みます。 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 ≪施策体系の考え方－施策１≫ 

施策１ こどもや青少年の学びの支援の充実 

 こどもや青少年が、発達段階に応じて自ら直面する課題に向き合い、自ら学び、自ら考え、よりよく問題を解決する能力や、自らを律しつつ他の人と協調しながら、 

心身ともにたくましく成長するための「生きる力」を身につけることは、貧困の連鎖を断ち切るための重要な基盤となります。 

そのため、静穏かつ明るい教育環境のもと、一人ひとりのこどもや青少年がさまざまな課題を乗り越える力を確実に身につけられるよう取り組みます。 
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施策２ 家庭生活の支援の充実 

 

各施策の概要 

 

家庭は、生命を育み生活能力や生活文化を伝えるとともに、情緒面の充足と安定をもたらし人格の形成を図る重要な役割を担っており、こどもや青少年の健やかな 

育ちの基盤となりますが、ライフスタイルや家族形態の変化など、本来の機能を十分に発揮することが難しい状況も見られます。 

家庭の経済状況やこどもや青少年を取り巻く家庭環境に関わらず、一人ひとりのこどもや青少年が健やかに成長できる環境が整えられるよう取り組みます。 

（1）こどもや青少年の生活習慣の定着を支援しま

す 

地域とのつながりが希薄化し、親が身近な人

から学んだり、助け合ったりする機会が減少する

など、家庭を取り巻く環境の変化にともない、家

庭の教育力が低下していると言われています。 

また、規則正しい生活習慣を身につけること

は、活動の源でもある健康や体力の増進につな

がるだけではなく、自立して生きていくうえで大

きな影響を及ぼすものです。 

家庭・保育所・学校園・地域が連携して、こど

もや青少年の発達段階に応じた健康的な生活

習慣が形成され、健全な成長につながるよう支

援します。 

（2）こどもや青少年と保護者の健康を守る取組み

を推進します 

生涯にわたり心身ともに健康で活力ある生活

を送ることは、幸せな暮らしの原点であり、自ら

の健康を保持・増進していくには適切な健康管

理が欠かせないものとなります。 

こどもや青少年の学力や健康は、家庭の大

人と過ごす生活と密接に関係しており、困窮度

が高いほど、保護者の心身にさまざまな症状が

現れ、こうした家庭環境の中で育つこどもや青

少年の健全な成長に影響を及ぼすことになりま

す。 

健康で豊かな家庭生活を送ることができるよ

う、保護者の健康上の不安の解消を図り、こども

や青少年の心身の健康の保持・増進に取り組

みます。 

（3）家庭的な養護を推進します 

 

親の離婚や虐待など様々な理由により、家庭

での養育が困難な状況にあるこどもが増えてお

り、社会的養護が重要な役割を担っています

が、このようなこどもたちが抱える問題やそこに

至る原因・背景は多様化、複雑化しています。 

こどもや青少年が健全に成長し、自立してい

くことをめざす社会的養護において、個々の状

況に応じたきめ細かな支援が大切であり、家庭

的な環境の中で健やかに養育される仕組みの

充実が望まれています。 

社会的養護を必要とするこども・青少年が、家

庭的な養育環境の中で、それぞれの実情に応

じたきめ細やかな養育がなされるよう、取り組み

ます。 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 ≪施策体系の考え方－施策２≫ 
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施策３ つながり・見守りの仕組みの充実 

 

各施策の概要 

 

生活の基礎単位であり互いに支えあってきた家族の構造が変化するとともに、それを補うような社会における人と人のつながりが必要となりますが、社会構造の変化に 

ともない地域コミュニティが希薄化し、社会的に孤立する傾向は子育て世帯や若者にも広がっており、このことは必要な支援を届けることがむずかしくなり、貧困が連鎖 

する要因ともなります。 

そのため、こどもや青少年、保護者が地域で孤立することなく、安心して暮らすことができるよう支援します。 

（1）こどもや青少年のつながりを支援します 

 

日常生活は社会との関わりの中で成り立って

いるものであり、こどもや青少年が社会の一員と

して生きていくうえで、他者とのつながりは欠か

せないものです。 

困窮度の高い世帯のこどもや青少年の交友

関係は狭くなる傾向にありますが、幅広い交友

関係をもつことは、社会の中で生活していくのに

必要なコミュニケーション能力の成長を促すだ

けではなく、よりよい人間関係を築こうとする能

力の育成に役立つものです。 

身近な地域の中で見守られ、孤立することな

く、様々な活動を通して仲間とつながり、交流が

深まるよう、こどもや青少年の立場に立った相談

や支援に取り組みます。 

（2）妊娠期から子育て期にわたり継続的に支援し

ます 

妊娠、出産、育児は、新たな家族が加わり、

その成長を実感することができる喜びを保護者

にもたらすものである一方、様々な課題や悩み

を抱えながら解消することができず、子育てに負

担感や不安感を抱えたまま孤立してしまうといっ

た状況が見られます。 

また、核家族化や地域のつながりの希薄化に

より、子育てノウハウの継承がむずかしくなるとと

もに、社会環境の変化により、保護者が抱える

課題や悩みも多様化しています。 

妊娠期から子育て期にわたり、保護者が地域

社会において安心と喜びを感じながら、こどもを

生み、育てられるよう、関係機関が連携し、きめ

細かい支援の充実に取り組みます。 

（3）児童虐待の発生を予防し、早期に発見・対応

できる体制をつくります 

近年、児童虐待の通報や発生件数は増加し

ています。児童虐待は、こどもや青少年の心身

の発達や人格の形成に重大な影響を与えるも

のであり、その発生の未然防止や早期発見・早

期対応には、社会全体で取組むことが重要にな

っています。 

虐待の疑いや事案の発生に対しては、市民

が迅速に通報できるよう窓口の周知を一層進め

るとともに、迅速かつ的確に対応できるよう、関

係機関の連携強化に取り組みます。また、専門

機関を中心にして家庭、学校、地域などが連携

し、個々の状況に応じた支援が行えるよう取組

みを進めます。 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 ≪施策体系の考え方－施策３≫ 
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施策４ 生活基盤の確立支援の充実 

 

各施策の概要 

 

こどもの貧困問題の根幹には経済的困窮があり、そのことが社会的に自立できない大きな要因となっており、貧困の連鎖を断ち切るうえで、家庭の経済的基盤の 

安定を図る必要があります。 

そのため、就業支援や仕事と子育ての両立支援、各種サービスの自己負担の軽減を含む経済的支援の充実に取り組むとともに、各種制度を必要とするこどもや 

若者、保護者に確実に届くよう取り組みます。 

（1）就業を支援します 

仕事は、生活を支えるとともに、生きが

いや喜びをもたらすものですが、仕事と

子育てとの両立に悩むひとり親家庭、働

くことについてさまざまな悩みを抱えて

いる若者、さまざまな生活上の困難を抱

える子育て世帯など、安定した仕事に就

けないことにより、経済的に自立すること

ができず、将来への不安を抱いていると

いう現実があります。 

就業は、経済的な自立につながるも

のであると同時に、社会とのつながりを

構築し、自己実現を図るうえでも大切な

ものです。 

こどもや青少年とその家庭が、就業に

より生き生きと豊かな自立した生活を送

ることができるよう支援します。 

（2）施設退所者の自立を支援します 

社会的養護の最終的な目標は、こど

もが自立した社会人として生活できるよ

うにすることであり、社会的養護のもとで

育ったこどもも、他のこどもたちとともに、

社会への公平なスタートを切り、自立し

た社会人として生活できるよう支援する

ことが重要です。 

また、施設を退所し、自立するにあた

ってさまざまな課題を抱え、退所後も継

続した見守り支援が必要となる退所者が

増加している状況にあります。 

社会的養護のもとで育ったこどもが自

立した社会人として生活できるよう、ま

た、母子生活支援施設を退所した母子

が地域で見守られるよう支援します。 

（3）仕事と子育ての両立を支援します 

就業により一定の収入を得て、生活の

安定を図ることが重要であると同時に、

収入面だけではなく、家庭で家族がゆと

りを持って接する時間を確保すること

が、こどもや青少年の健やかな育ちには

欠かせません。 

ひとり親家庭では、保護者が子育てと

生計の担い手という二重の役割を担うな

ど様々な生活上の問題を抱えているた

め、精神的、経済的負担が大きくなって

います。 

就業が無理なく継続できるよう、多様

なニーズに対応する保育サービスや学

齢期の放課後活動の充実、仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

に向けた取組みを推進します。 

（4）子育て世帯を経済的に支援します 

本市では、子育てに伴う経済的負担

の軽減を図り、家庭生活を下支えするた

め、様々な支援に取り組んでいますが、

各種の支援制度を利用できるにもかか

わらず利用していない状況が認められま

す。 

また、生活上の困難を抱える子育て

世帯、とりわけひとり親世帯においては、

一定の収入を得ることはもちろんのこと、

健やかに日々の生活を送る基盤が整っ

ていることも大切です。 

経済的支援を必要とする子育て世帯

に各種の支援制度が確実に届けられる

よう取り組むとともに、こどもを監護・教育

するために必要な養育費等の確保がで

きるよう支援します。 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 ≪施策体系の考え方－施策４≫ 
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 こどもの貧困対策は、貧困が世代を超えて連鎖することがないように取り組むものであり、その取組みの成果や効果は、取組みの対象となっているこどもが成長して家庭を

持ち、自らが親となる時点において生活実態を把握し、貧困状態であるかどうかを測ることによって可能となります。 

 

 しかしながら、このようなことを測定することは現実的に困難であり、また、計画に基づく取組みについて効果があったかどうか計画期間内（５年間）に把握することができな

いことから、計画の進捗管理を適切に実施するための別の指標を設定する必要があります。 

 

 指標については、計画の進捗管理を効果的に実施する観点から設定する必要があるため、国の子供の貧困対策に関する大綱や他都市の先行事例を参考にしつつ、将

来的に貧困の連鎖を断ち切ることに資すると考えられ、かつ、毎年度測定できる指標をこどもの成長段階に応じて設定することとします。そのうえで、その指標の数値変化

を総合的に確認しながら、計画に基づく取組みの成果や効果を検証する方法により、適正な進捗管理が可能になると考えられます。 

 

 設定した指標同士が相反する場合があることから、指標の目標数値を設定することによって正確な検証ができない可能性があるため、個々の指標については目標数値を

設定しないこととします。ただし、設定した指標によっては、他の分野別計画等において目標値が設定されている場合も考えられ、その場合は、効果検証の際にその達成

状況を参考にすることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（仮称）大阪市こどもの貧困対策推進計画 ≪進捗管理の考え方≫ 
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指標案  

段階 指  標 現状値 左記指標を成果指標等に設定している計画等 国大綱 

妊娠期 妊娠11週以内の妊娠届出率 93.8％（H28） こども青少年局運営方針(中間アウトカム)  

乳幼児期 

３か月児・１歳６か月児・３歳児健康診査の平均受診率 95.3％（H28） こども青少年局運営方針(中間アウトカム)  

就学前教育カリキュラムでの「知・徳・体」の育ちについてのアンケートにおい

て、肯定的に回答する市立幼稚園・保育所の保護者の割合 
－ 教育振興基本計画  

小学生 

「自分にはよいところがありますか」に対して肯定的に回答する児童の割合 70.3％（H28） こども・子育て支援計画、教育振興基本計画  

不登校の割合 0.5％（H28） 教育振興基本計画  

朝食を毎日食べている児童の割合 81.0％（H28） こども・子育て支援計画 追加 

中学生 

「自分にはよいところがありますか」に対して肯定的に回答する生徒の割合 65.9％（H28） こども・子育て支援計画、教育振興基本計画  

「将来の夢や目標を持っていますか」に対して肯定的に回答する生徒の割合 68.3％（H28） こども・子育て支援計画、教育振興基本計画  

不登校の割合 4.6％（H28） 教育振興基本計画  

朝食を毎日食べている児童の割合 78.0％（H28） こども・子育て支援計画 追加 

生活保護世帯に属するこどもの高等学校等進学率 95.13％（H29）  当初 

生活保護世帯の属するこどもの就職率（中学校卒業後） 0.64％（H29）  当初 

高校生 

生活保護世帯に属するこどもの大学等進学率 42.32％（H29）  当初 

生活保護世帯に属するこどもの就職率（高等学校等卒業後） 40.27％（H29）  当初 

生活保護世帯に属するこどもの高等学校等中退率 3.84％（H29）  当初 

児童養護施設のこどもの進学率（高等学校卒業後） 27.9％（H28）  当初 

若 者 
若者自立支援事業による支援開始後６か月時点で進路に結びつく変化を遂げ

た登録者の割合 
68％（H27）   

 （例示であり、これらに限るものではありません。）  
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参考 国の大綱の指標の現状値 

指   標 
国の数値 大阪市の数値 全世帯の 

数値（国） 現状値 備  考 現状値 備  考 

生活保護世帯に属する

こどもの高等学校等進学

率 

 

①全体 93.3％ 厚生労働省調べ（平成28年4月1日現在） 95.13% 平成29年４月１日現在 98.9％ 

 全日制 67.9％ 〃 80.06% 平成29年４月１日現在 91.5％ 

 定時制 10.9％ 〃 2.67% 平成29年４月１日現在 1.9％ 

 通信制 5.7％ 〃 4.41% 平成29年４月１日現在 2.1％ 

 中等教育学校後期課程 0.1％ 〃 0.09% 平成29年４月１日現在 0.5％ 

 特別支援学校高等部 7.2％ 〃 5.79% 平成29年４月１日現在 1.9％ 

 高等専門学校 0.5％ 〃 0.64% 平成29年４月１日現在 0.9％ 

 専修学校高等課程 1.1％ 〃 1.47% 平成29年４月１日現在 0.2％ 

②生活保護世帯に属するこどもの高等学校等中退率 4.5％ 〃 3.84% 平成29年４月１日現在 1.4％ 

生活保護世帯に属する

こどもの大学等進学率 

③全体 33.1％ 〃 42.32% 平成29年４月１日現在 73.2％ 

 大学等 19.0％ 〃 25.94% 平成29年４月１日現在 52.1％ 

 専修学校等 14.1％ 〃 16.38% 平成29年４月１日現在 21.2％ 

④生活保護世帯に属するこどもの就職率（中学校卒業後） 1.6％ 〃 0.64% 平成29年４月１日現在 0.3％ 

⑤生活保護世帯に属するこどもの就職率（高等学校等卒業後） 44.3％ 〃 40.27% 平成29年４月１日現在 18.4％ 

児童養護施設のこどもの

進学率（中学校卒業後） 

⑥全体 97.5％ 厚生労働省調べ（平成28年5月1日現在） 93.75% 平成28年５月１日現在 98.9％ 

 高等学校等 96.0％ 〃 93.75% 平成28年５月１日現在 97.8％ 

 専修学校等 1.5％ 〃 0.00% 平成28年５月１日現在 1.1％ 

⑦児童養護施設のこどもの就職率（中学校卒業後） 1.5％ 〃 0.00% 平成28年５月１日現在 0.3％ 

児童養護施設のこどもの

進学率（高等学校等卒業

後） 

⑧全体 24.0％ 〃 27.90% 平成28年５月１日現在 73.2％ 

 大学等 12.4％ 〃 20.93% 平成28年５月１日現在 52.1％ 

 専修学校等 11.6％ 〃 6.97% 平成28年５月１日現在 21.2％ 
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指   標 
国の数値 大阪市の数値 全世帯の 

数値（国） 現状値 備  考 現状値 備  考 

⑨児童養護施設のこどもの就職率（高等学校卒業後） 70.4％ 〃 60.46% 平成28年５月１日現在 18.4％ 

⑩ひとり親家庭のこどもの就園率（保育所・幼稚園） 72.3％ 平成23年度全国母子世帯等調査 － － 56.3％ 

ひとり親家庭のこどもの

進学率（中学校卒業後） 

⑪全体 93.9％ 平成23年度全国母子世帯等調査 － － 98.9％ 

 高等学校等 92.8％ 〃 － － 97.8％ 

 専修学校等 1.1％ 〃 － － 1.1％ 

⑫ひとり親家庭のこどもの就職率（中学校卒業後） 0.8％ 〃 － － 0.3％ 

ひとり親家庭のこどもの進

学率（高等学校卒業後） 

⑬全体 41.6％ 〃 － － 73.2％ 

 大学等 23.9％ 〃 － － 52.1％ 

 専修学校等 17.8％ 〃 － － 21.2％ 

⑭ひとり親家庭のこどもの就職率（高等学校卒業後） 33.0％ 〃 － － 18.4％ 

⑮スクールソーシャルワーカーの配置人数 1,399人 文部科学省調べ（平成27年度実績） 
10人 

（17人） 

全国は頭数の人数（1人あたりの配置

時間は問わない）で算出しており、この

基準であれば本市は、10人(拠点校

18校に配置)  

一人あたりの配置時間は、国：週1回

×３h、本市：週３日×６ｈであり、国の

予算算出基準では60人分に換算。7

区で区事業として実施しており、それを

含めると、102人分に換算される。 

本市の目標は、要請のあった全ての学

校に派遣すること（局運営方針） 

－ 

⑯スクールカウンセラーの配置率（小学校） 58.5％ 〃 55.9% 平成28年度実績 － 

⑰スクールカウンセラーの配置率（中学校） 88.4％ 〃 100% 平成28年度実績 － 

⑱就学援助制度に関する周知状況・毎年度の進級時に学

校で就学援助制度の書類を配布している市町村の割合 
70.5％ 〃 100% 小中学校に在学する児童生徒の保護

者すべてに「お知らせ」を配付 
－ 

⑲就学援助制度に関する周知状況・入学時に学校で就学

援助制度の書類を配布している市町村の割合 
69.6％ 〃 100% 小中学校に在学する児童生徒の保護

者すべてに「お知らせ」を配付 
－ 
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指   標 
国の数値 大阪市の数値 全世帯の 

数値（国） 現状値 備  考 現状値 備  考 

日本学生支援機構の奨

学金の貸与基準を満た

す希望者のうち、奨学金

の貸与を認められた者の

割合 

⑳無利子 

予約採用段階 68.4％ 独）日本学生支援機構調べ（平成27年度実績） － － － 

在学採用段階 97.5％ 〃 
－ 

 
－ － 

㉑有利子 
予約採用段階 100.0％ 〃 － － － 

在学採用段階 100.0％ 〃 － － － 

ひとり親家庭の親の就業

率（母子家庭） 

㉒全体 80.6％ 平成23年度全国母子世帯等調査 参考値81.0% 平成26年大阪市調査 66.0％ 

正規の職員・従業員 39.4％ 〃 － － － 

パート・アルバイト等 47.4％ 〃 － － － 

ひとり親家庭の親の就業

率（父子家庭） 

㉓全体 91.3％ 〃 参考値80.3% 平成26年大阪市調査 82.5％ 

正規の職員・従業員 67.2％ 〃 － － － 

パート・アルバイト等 8.0％ 〃 － － － 

㉔こどもの貧困率 13.9％ 平成28年国民生活基礎調査 － － 15.6％ 

㉕こどもがいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率 50.8％ 〃 － － 15.6％ 
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参考 第4回子供の貧困対策に関する有識者会議（平成28年8月開催 内閣府）資料 

 

 

朝食欠食児童・生徒の割合 

相談相手が欲しいひとり親の割合 

必要な頼れる相手がいない人の割合 

ひとり親家庭の親の正規雇用の割合 

ひとり親家庭で養育費の取決めをしている割合 

ひとり親家庭で養育費を受け取っていない子供の割合 

子供の貧困に関する指標 

（注） 

・「子供の貧困に関する指標」は、関係施策の実施状況や対策の効果等を検証・評価するために設定 

・二重下線部分は、現行指標に追加すべき新たな指標の例 

全世帯 

学力に課題のある子供の割合 


